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慢性疾患等在宅療養者支援のための 
テレナーシングセンターの開発と実践報告

亀井　智子

Development and Practice Report of a Telenursing Center Supporting for  
Home Care People with Chronic Diseases

Tomoko KAMEI

〔Abstract〕
　The author launched a telenursing center to support people with chronic conditions under home care. 
The telenursing center aims to provide; 1） tele-monitoring of psychosomatic data sent from home care 
people with chronic conditions; 2） telenursing consultation and tele-mentoring based on telenursing pro-
tocols and triage; 3） a means of collaboration with healthcare providers; 4） educational support to 
improve the health literacy of newcomers; and 5） educational support for healthcare providers. The 
telenursing center was used to provide a total of 10 weeks of telemonitoring for three people （mean 
age: 85 years） within two and a half months of opening. The triggers were tracked 49 times during the 
period, and the trigger points included decreased SpO２ and walking steps per day and increased blood 
pressure, body temperature, weight fluctuations, and fatigue. Telementoring was provided 45 times 
through telephone consultation and 16 times through video consultation. The author and colleagues con-
tinued to assist these people in operating the healthcare equipment, symptom management, and the 
remote confirmation of self-medication and respiratory telerehabilitation. Seminars for healthcare pro-
viders could not be held this year; thus, the author provided telenursing education for undergraduate 
students. Owing to the COVID-19 pandemic in 2020, telehealth is being rapidly promoted in Japan. Find-
ings suggest that it is necessary to expand the role of this telenursing center in response to this issue.
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〔要 旨〕
　在宅慢性疾患療養者を対象とした，テレナーシングを管理するためのテレナーシングセンターを立ち上
げ，テレナーシングの提供を開始した。テレナーシングセンターの機能は①慢性疾患在宅療養者の心身情
報の遠隔モニタリング，②テレナーシング看護プロトコルの作成とそれに基づくトリアージ，遠隔看護相
談およびテレメンタリングの提供，③専門職間の連携と情報共有，④新規導入者のヘルスリテラシーを向
上するための教育支援，⑤医療専門職などへの遠隔医療 ・ テレナーシングに関する教育支援とした。開設
後 ２ か月半に利用者 ３ 名（平均年齢85歳）の遠隔モニタリングを提供中である。トリガー回数延べ49回，
トリガーポイントは経皮的酸素飽和度低下，血圧 ・ 体温上昇，歩数低下，体重変動，倦怠感などであった。
テレメンタリングの提供は一般電話計45回，テレビ電話計16回であった。これら対象者には遠隔による機
器操作ほか，症状管理，呼吸リハビリテーションを継続的に支援した。専門職向けセミナーは今年度実施
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Ⅰ．はじめに

　テレナーシング（遠隔看護）は，情報通信技術（ICT）
を用いたコミュニケーションによる遠隔地からの看護実
践 １ ）である。1990年代に開始され，ブロードバンドの普
及とともに，2000年頃から急速に進展 １ ）した，ベッドサ
イドや訪問による看護に加わる新たな看護提供方法となっ
ている。
　わが国の第 ５ 期科学技術基本計画 Society 5.0 ２ ）では，
少子高齢社会や地方の過疎化などによる社会問題をイノ
ベーションを通じて打開し，サイバー空間とフィジカル
空間を融合させたシステムの実現を目指している。医療
分野では，リアルタイムの計測データや医療情報の解析
に人工知能を導入し，健康促進や生活支援に利用する人
間中心の快適な生活をつくることが示されている。この
ように，医療に関連する情報は，一機関内での利用にと
どまらず，その人の生活の質の向上のために安全に共有
されることが重要である。
　テレナーシングでは，利用者に看護を提供する方法

（Nurse to People; N to P）や，看護職間のカンファレン
スやコンサルテーション（Nurse to Nurse; N to N），訪
問看護の場においての，医師の遠隔診療のための補助

（Doctor（D）to P with N）などのモデルが示されている
が，筆者は慢性疾患在宅療養者の日々の心身状態の遠隔
モニタリングデータを利用者 ・ 専門職と共有し，心身の
変化を捉え，テレビ電話等を介した看護観察や看護相談，
遠隔コミュニケーションによるテレメンタリングを提供
する N to P のテレナーシングを開発してきた ３ ，４ ）。2019
年12月に発生した SARS-Cov-2（以下：COVID-19）の感
染拡大により ５ ），わが国でも2020年 ４ 月 ７ 日に非常事態
宣言が発表され ６ ），これにより， ４ 月からオンライン診
療（わが国特有の遠隔医療の呼称）が初診から全疾患を
対象に健康保険の適用となる７ ）など，非直接対面の遠隔
医療に関する規制が今年急速に緩和された。このような
背景によってわが国でも遠隔医療は対面医療と融合して
利用が広がっているが，テレナーシングに関しては，増
悪予防や家族の不安軽減，自己効力感への有効性などが
報告されている8-10）ものの，わが国では法的整備，コスト
面や看護の質保証の課題，看護基礎教育，および卒後教
育プログラムの開発など，普及に向けた課題が多い。
　そこで本稿では，慢性疾患在宅療養者を支援する N to 

P のテレナーシングについて，筆者のテレナーシングセ
ンターの機能，およびテレナーシング実践経過を紹介し，
わが国のテレナーシングに関する課題を述べる。

Ⅱ．テレナーシングセンターの機能

１ ．対象とする疾患と適用要件のアセスメント
　当初は慢性閉塞性肺疾患（COPD）療養者の増悪予防
を目的とした遠隔モニタリングに基づく Nurse to people

（N to P）のテレナーシングシステムを開発 ・ 評価 ３ ，８ ）

し，看護プロトコルを徐々に拡充して，高齢の間質性肺
炎，誤嚥性肺炎，糖尿病，筋萎縮性側索硬化症，慢性心
不全，肺がん，新型コロナウイルス陽性軽症者に対応す
るテレナーシングシステムとなった。テレナーシングを
適用する利用者の要件は，本人にテレナーシングへの理
解があり，タブレット端末や計測機器の操作が行えるこ
と，セルフケアの意欲があること，自宅に貸与器材を設
置でき，インターネット通信に支障がないことを基本と
し，導入前に利用者のアセスメントを行う。自身での機
器操作が困難である難病や認知機能低下者の場合でも，
同居家族の協力が得られる場合，導入可能である。

２ ．テレモニタリングの方法
　対象者の疾患，合併症，治療経過などを把握し，担当
医と相談の上モニタリング項目を検討し，システム上に
設定する。続いて必要なモニタリング機器（パルスオキ
シメータ，血圧計，体温計，体重計，歩数計，またはウェ
アラブル端末）の Bluetooth 通信をタブレット端末にキッ
ティングし，心身の問診項目（服薬，食事，睡眠，身体
可動性，気分，血糖値，呼気二酸化炭素ほか）を設定す
る。これらモニタリング項目にトリガーポイントを設定
し，日々のトリアージ基準とする。自身でモニタリング
項目を計測 ・ 回答し，午前中にモニターセンターに送信
する。モニターセンターでは，受信したデータをモニタ
リングする（図 １）。テレナーシング器材一式は利用者を
訪問して操作方法を説明するとともに，開始前の評価と
導入のための具体的な教育を行う（図 ２）。そこでは生活
スケジュール，日常生活行動，四肢運動機能，理解度，
操作可能性，家族の協力の有無，家庭環境などを評価す
る。導入後 １ か月間は高齢者が機器操作に慣れるための
期間である11）ため，導入期には頻回に直接コンタクトを

できなかったが，学部生に向けたテレナーシング教育を提供した。2020年の COVID-19感染拡大に伴い，
わが国においても遠隔医療が急速に推進されている。これに対応した本テレナーシングセンターは今後も
機能拡大の必要性が示唆された。

〔キーワーズ〕 テレナーシング，テレナーシングセンター，テレヘルス，慢性疾患
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とり，心身や機器に関する質問へ対応するなどの支援を
行う必要がある。尚，本テレナーシングは研究的取り組
みであるため，所属大学研究倫理審査委員会の承認を得
て，聖路加国際病院ほか ４ 協力病院でリクルートを行い，
対象者への説明と同意のもと開始している（承認番号
20-A043）。

３ ．テレナーシング実践プロトコルに基づくトリアージ
　テレナーシングセンターでは，受信データを個別のテ
レナーシング実践プロトコル（図 ３）にもとづいてダブ
ルチェックし，トリガーの有無を確認するトリアージを
行っている。テレナーシング実践プロトコルは，各疾患
ガイドラインを参考に，テレナーシングシステム上で収
集する心身のモニタリング項目ごとの判断樹や留意点で
構成し，専門看護師，および専門医などの査読を受けて
完成したものである。テレナーシングでは利用者のどの
ような状況に対して，何を行うのか，説明が必要である。
テレナーシング実践プロトコルはその役割を果たすもの
で，テレナーシングの質を保証する上でも極めて重要な
位置づけである。テレナーシングに関する診療の補助と
療養上の世話についての法的解釈は明確にされていない
が，慢性疾患をもつ人をテレナーシングの対象者とする
場合，治療をふまえた病状観察などは保健師助産師看護
師法12）による診療の補助に該当すると広くとらえ，モニ
タリング項目とトリアージについては，利用者の主治医
からテレナーシング実践プロトコルの範囲で詳細な指示
を受けて運用する方法をとっている。

４ ．遠隔看護相談とテレメンタリング
　遠隔看護相談やメンタリングは，モニタリング項目が
トリガーに該当した場合に開始する。テレナーシング実
践プロトコルに従って，一般電話，あるいはテレビ電話
を用いる。そこでは，エビデンスやガイドラインに基づ
く保健指導に加え，親身に相談にのるメンタリングの機
能が必要である。テレナースは利用者との信頼関係に基
づいた共感の姿勢をもち，言語的 ・ 非言語的遠隔コミュ
ニケーションによる対話を通し，観察内容とデータから
心身状態を確認して，意思決定を共有することが大切で
ある。利用者自身が心身状態を把握でき，日常生活のセ
ルフコントロールへの自信を持てるよう支援している。
　2020年 ８ 月に開設後，現在までの ２ か月半に利用者 ３
名（平均年齢85歳）の遠隔モニタリングに基づくテレナー
シングを提供中である。トリガー回数延べ49回，トリガー
ポイントは経皮的酸素飽和度低下，血圧 ・ 体温上昇，歩
数低下，体重変動，倦怠感などであった。テレメンタリ
ングの提供方法は一般電話計45回，テレビ電話計16回で
あった。これらの対象者には初回訪問時に対面して詳細
な機器操作説明を行い，開始後にも遠隔にて機器操作支

援を継続し，さらに症状管理，呼吸リハビリテーション
の継続的支援を行っている。88歳の独居女性では，導入
初期はデータ送信や数値入力が行えているか心配の声が
あったが，問題なく受信していることを伝えることやテ
レビ電話での機器充電の説明などのフォローアップによ
り，10日目には操作上の問題はほとんど聞かれなくなっ
た。血圧変動や治療に伴う副作用が軽度あるものの，テ
レナーシングを日常として受け入れていた。65歳の独居
男性では，コロナ禍の外出制限のある中で自己の疾患の
受け止め方に変化が生じたことを把握したことや，呼吸
リハビリテーションにより体力が回復する様子を確認で
きた。また，血圧値に変動があった72歳の男性では，服
薬確認により，降圧剤を服用していなかったことを把握
し，随時の医師連絡，および定時週間サマリー報告を文
書で行うことで，在宅療養者の生活状況に関する情報が
外来診療に生かされた。

５ ．利用者のヘルスリテラシー支援
　筆者らのテレナーシング利用者は，後期高齢者が多く，
かつ疾患の重症度が高く症状が複数ある者や，エンドオ
ブライフ期にある者，認知機能が低下しつつある者，独
居ですべてのことを自身で行う者などが含まれる。その
ため，テレナーシングの導入期には，ヘルスリテラシー
をアセスメントし，日々のテレナーシングを通して疾患
と症状の関連や機器操作の面から，リテラシーを向上す
る支援を行っている。

６ ．遠隔医療 ・テレナーシングに関する専門職教育
　テレナーシングに必要な基本的知識には，インターネッ
トおよび情報セキュリティ，情報管理，制度と法的理解，
遠隔看護相談やテレメンタリングの基礎，慢性疾患管理
の考え方，遠隔コミュニケーションの方法などがあげら
れる。これらの講義 ・ 演習を含む専門職向けのセミナー
を毎年開催しているが，今年度の開催は見送った。それ
に変え，2020年度前期は本学の教育はオンライン授業と
なったため，学部生を対象に老年看護学の講義科目に高
齢者ケアへのテクノロジー活用について位置づけ，遠隔
医療とテレナーシングについて，ライブ講義を行い，テ
レナーシングとは何かを理解するきっかけとした。遠隔
医療の詳細を理解していない学生も多く，テレナーシン
グを知るきっかけになったようであった。

亀井：慢性疾患等在宅療養者支援のための テレナーシングセンターの開発と実践報告 191



Ⅲ．考　察

　慢性疾患とともに老年期を生きる在宅療養者を長期に
支援するため，テレナーシングによる people-centered 
care は，人生の質に良い影響を及ぼすと考え，増悪予防
を中心として，遠隔モニタリングデータを利用者と共有
し，意思決定を共に行うテレナーシング支援について，
実践プロトコルの対象疾患を拡大して対応し始めた。テ
レナーシング導入期には，高齢者の場合は機器操作に慣
れ，自身の生活の一部となるまで継続的支援が不可欠で
あるが，遠隔地からの支援であってもニーズのある人々
へ看護を提供することができたと考えられる。本実践で
は，遠隔モニタリングとそれによるトリアージ，看護プ
ロトコルに基づく遠隔看護相談とテレメンタリングの提
供を含むテレナーシングを行うものであり，これにより
テレナースは空間を超えて在宅療養者と対面することが
でき， ３ 名の利用者から一様に安心感があるという反応
が得られている。
　わが国の後期高齢者医療費は，若年世代の4.5倍13）と報
告され，一次予防に加えて疾患罹患後の重症化を防ぐ二
次予防が重要である。これらに対応する上では，心身状
態の変化の把握，早期の保健指導開始が必要であると考
えられ，そのためには，本システムのような遠隔モニタ
リングによる症状の継続的な観察が必要であろう。テレ
ナーシングによって，遠隔地から療養者の状況を把握し
て，看護支援を早期に開始し，経過をフォローアップで
きる「N to P」モデルは，遠隔医療の一翼を担うモデル
となり得るのではないかと考える。
　今後さらなるテレナーシングの確立に向け，わが国の
遠隔医療においての看護職の役割の明確化も必要である。
また，多職種間の情報連携のもと看護の自律性を示すデー
タの整備も必要である。すでに筆者らの成果は中央社会
保険医療協議会に活用14）され，2018年度診療報酬改定に
おいて「在宅酸素療法遠隔モニタリング加算」が報酬と
して創設15）されるなど，医療政策にも反映されている。
しかし，テレナーシング自体のわが国の定義や診療報酬
上の位置づけ，そして遠隔医療に関する看護教育や卒後
教育は未確立である。そのため，医療専門職の遠隔医療
への認知度が依然として低く，諸外国の状況とは大きく
異なっている。そのような中，本テレナーシングセンター
において①日々の在宅高齢者の心身データのモニタリン
グ，②看護プロトコルに基づく遠隔看護相談とテレメン
タリングの提供，④新規に導入する在宅高齢者のヘルス
リテラシーを向上するための支援，⑤医療専門職を対象
とした遠隔医療／テレナーシング教育の提供といった，
テレナーシングのための包括的な仕組みを構築できたこ
とは，意義があるものと考えられる。

図 １　日々のモニタリングとトリアージ

図 ２　利用者用のテレナーシング導入教材例

図 ３　テレナーシング実践プロトコル
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Ⅳ．今後の課題

　今後の課題として，次の点を指摘したい。まずわが国
においてのテレナーシングの定義を明確化し，看護界の
コンセンサスを得ていくことが必要である。定義が明確
化することで，テレナーシングが診療の補助と療養上の
世話をどのように提供できるのかを検討することが可能
となると考える。
　次に，利用者，とくに高齢者などにとって操作の負担
が少ない心身情報収集のための遠隔モニタリングの機器
開発が必要である。筆者は現在，市販の計測機器をタブ
レット端末にキット化しているが，その組み合わせの制
約の改善とデータ通信など精度の向上が課題である。ま
た，収集するモニタリングデータの帰属の明確化ととも
に，有効利用の方法を検討することも必要である。在宅
モニタリングデータを本人の同意のもと，personal life 
repository（PLR）16）などに保管することで，その他の医
療情報とともに地域機関と連携することができる。在宅
モニタリング情報を安全に，かつ有効に活用する方法の
検討が急務である。
　そして，専門職育成の点からは，テレナーシングの担
い手である看護師を対象として，遠隔医療の向上のため
の実践的教育を体系化することが課題である。テレナー
シングには様々な方法がある中，医療機関を拠点とした
テレナーシングの導入では，初期にかかる機材整備費用
を診療報酬上で検討することも必要ではないか。
　エビデンスの構築の点では，遠隔モニタリングで病状
変化をタイムリーにとらえ，看護支援を提供することに
よって，増悪回避やヘルスアウトカムへの影響を検討す
るとともに，増悪兆候を検出できない例の検討など，様々
な観点から評価を行うことが重要である。
　テレナーシングによって，どこに暮らす人々にも看護
の提供が可能となり，それにより在宅療養者の生活の質
の向上を図ることができる。遠隔医療自体が発展途上で
あるわが国において本テレナーシングセンターを構築し
たことは，看護の新領域を作り，それを牽引する拠点と
して，また，看護の役割拡大としての意義があると考え
られた。
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